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【会社名】

 

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
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【代表者の役職氏名】 最高財務責任者　カヴィータ・マタニ

(Kavita Mahtani, Chief Financial Officer)

【本店の所在の場所】

 

連合王国E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア８

(8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士　　芦　澤　千　尋

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号　城山トラストタワー30階

アシャースト法律事務所・外国法共同事業

【電話番号】 03-5405-6200

【事務連絡者氏名】 弁護士　　芦　澤　千　尋

【連絡場所】

 

東京都港区虎ノ門４丁目３番１号　城山トラストタワー30階

アシャースト法律事務所・外国法共同事業

【電話番号】 03-5405-6200

【縦覧に供する場所】 該当なし

 
(注)

１　別段の記載のない限り、本書中の「ポンド」は英国スターリングポンドを、「円」は日本円を指す。2026年２月２日（日

本時間）現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行発表の対顧客電信直物売買相場のポンドの日本円に対する仲値は、１ポン

ド＝212.65円であった。本書において記載されているポンドの日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされてい

るもので、将来の換算率を表するものではない。

 

２　本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「当行」とは、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーをいう。
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１【提出理由】

当行の特定子会社の異動があったため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

２【報告内容】

(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

特定子会社の名称： エイチエスビーシー・ライフ(ユーケー)リミテッド

（HSBC Life (UK) Limited）

住所： 連合王国E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア８

（8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.）

代表者の氏名： 会社秘書役　ニコラ・ホプキンズ

(Nicola Hopkins, Company Secretary)

資本金の額： 94,375,000.00ポンド（2025年12月31日現在）

（20,068,843,750円）

事業の内容： 生命保険事業

(2)当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主
等の議決権に対する割合

当行が所有する議決権の数
総株主等の議決権に対する
割合

当該異動の前(2026年１月29
日)：

94,375,000 100%

当該異動の後(2026年１月30
日)：

0 0%

(3)当該異動の理由及びその年月日

異動の理由： 本異動は、2024年10月に発表したHSBCグループの組織体制の
簡素化の一環として行われた。

異動の年月日： 2026年１月30日
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